
梅雨の時期を迎え、日頃からの災害への備えが一層必要な季節となります。今一度お近くの

避難所をご確認ください。また、梅雨が明けると本格的な夏を迎えます。こまめな水分補給

など熱中症予防や暑さ対策を万全にしましょう。  
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避難所一覧 

西浦上地域センター管内の避難所は、下の一覧表のとおりです。 

避難する前に、避難所の開設状況を確認してください。 

避難所の開設状況は、長崎市ホームページや右のＱＲコード、下記ＵＲＬから

確認できます。 

（避難所マップＵＲＬ） 

https://vacan.com/area/nagasaki-city-evacuation/evacuation-center/10 

開設していない避難所に避難したいときは、長崎市コールセンター「あじさいコール」

（095-822-8888 ※午前8時から午後8時まで）または「防災危機管理室」 

（095-822-0480）まで、お電話ください。 

避難所名 住 所 トイレ※ 

北公民館 千歳町5-1(チトセピア内) ☆ 

西浦上中学校（武道場・体育館） 文教町4-10 ☆ 

西浦上小学校（体育館） 大手1丁目14-3 〇 

みのりが丘幼稚園 大手3丁目11-1 ☆ 

女の都小学校(ﾗﾝﾁﾙｰﾑ・給食準備室) 女の都4丁目7-1 〇 

市立長崎商業高等学校（体育館） 泉町1125 〇 

三川中学校（体育館） 三川町1018-1 〇 

三川町公民館 三川町674-1 ☆ 

三川地区ふれあいセンター 三川町1221-70 ☆ 

（旧）川平小学校（体育館） 川平町108 〇 

犬継公民館 三ツ山町782-1 〇 

畦別当町立公民館 畦別当町300 〇 

県立総合体育館 油木町7-1 ☆ 

緑が丘中学校（武道場・体育館） 緑が丘町10-1 〇 

西町小学校（体育館） 西町2-1 ☆ 

緑が丘地区ふれあいセンター 白鳥町3-9 ☆ 

つつじ荘 白鳥町8-1 〇 

南山小学校（体育館） 音無町9-34 〇 

西北・岩屋ふれあいセンター 西北町13-13 ☆ 

岩屋中学校（武道場・体育館） 岩屋町37-1 〇 

県立長崎工業高等学校（体育館） 岩屋町41-22 〇 

※ 〇：洋式トイレあり、☆：車イス対応トイレあり 



長崎北陽台高校からのお知らせ 

〇令和5年度、長崎北陽台高校に「文理探究科」が設置されます。 

文理探究科では、通常の授業に加えて、自ら設定した課題に仲間と協力して取り組む「探究型学習」を

行うことで、各教科の基礎的な知識・技能だけでなく、思考力・判断力・表現力等を身につけ、自ら学

び未来を創造する人材を育成します。 

＜問い合わせ＞長崎県立長崎北陽台高等学校 

       ☎：095-883-6844 ＵＲＬ：http//2.news.ed.jp/hokuyoudai-h/ 

≪令和５年度以降≫ ≪現行≫ 

普通科 

６学級 

240名 

理数科 

１学級 

40名 

普通科 

５学級 

200名 

文理探究科 

2学級 

80名 
大学進学重点学科 

 
共通の 

教育課程 

文 系 

理 系 

国際探究 

 

理数探究 

 

〇国際社会や歴史・地理などの人文社会科学分野で自ら発見し 

 た課題について、グローバルな視点から探究的に学習します。 

〇専門科目「英語」等の科目を中心に、より深く学習します。 

〇数学や理科などの自然科学分野で自ら発見した課題について、 

 実験や観察などを行い、科学的な視点から探究的に学習します。 

〇専門科目「理数」の科目を中心に、より深く学習します。 

＜１年次＞ ＜２年次・３年次＞ 
〇文理探究科全体で２クラスを編制し、クラス内に国際探究と 

 理数探究の生徒が混在していることを想定しています。 

あじさいコール 

市の制度、手続き、イベント、

施設など、さまざまなお問い合

わせにお答えします。 

西浦上地域センターで行ってい

る手続きについてもお答えして

いますのでご利用ください。 

所得・課税証明書及び課税証明書の発行について 

令和４年度の市・県民税の所得・課税証明書及び課税証明書（非課税証明書を含む）を発行し

ています。但し、発行ができるのは、賦課期日である令和４年１月１日に長崎市に住民登録が

ある方（あった方）に限ります。 

※未申告の場合は申告が必要です。所得がなかった方は西浦上地域センターで申告ができます 

 が、所得があった方は市民税課（市役所本館２階）での申告が必要となります。 

※未申告でも配偶者控除を受けている配偶者は、非課税証明書の発行が可能です。 

〔各種研修〕 


